
家
具
転
倒
予
防
金
具
等
取
付

　　

家
具
の
転
倒
予
防
金
具
等
の

取
り
付
け
事
業
を
実
施
し
ま
す
。

【
対
象
世
帯
】

①
満
65
歳
以
上
の
高
齢
者
の
み

　

で
構
成
さ
れ
る
世
帯

②
身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手

　

帳
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉

　

手
帳
の
交
付
を
受
け
た
者
が

　

属
す
る
世
帯

③
要
支
援
、
要
介
護
認
定
を
受

　

け
た
者
が
属
す
る
世
帯

④
母
子
世
帯

【
募
集
戸
数
】
50
戸

【
費
用
】
取
り
付
け
作
業
（
１

世
帯
５
台
ま
で
）
に
係
る
費
用

は
市
が
負
担
し
、
転
倒
予
防
金

具
等
は
個
人
負
担
に
な
り
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

防
災
対
策
課
☎
53－

１
０
６
１

要
介
護
認
定
の
調
査
方
法
が

一
部
見
直
さ
れ
ま
す

　　

平
成
21
年
４
月
に
、
要
介
護

認
定
の
見
直
し
が
行
わ
れ
ま
し

た
（
４
月
号
20
ペ
ー
ジ
参
照
）

が
、
今
回
さ
ら
に
認
定
調
査
の

方
法
が
見
直
さ
れ
る
こ
と
と
な

り
ま
し
た
。

　

認
定
調
査
の
際
に
日
頃
の
状

態
を
よ
り
重
視
す
る
こ
と
や
一

部
の
調
査
項
目
の
判
断
基
準
が

見
直
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
今

後
、
こ
れ
ま
で
よ
り
も
詳
し
く

日
頃
の
状
況
に
つ
い
て
お
伺
い

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

（
注
）
要
介
護
認
定
の
仕
組
み

そ
の
も
の
が
変
わ
る
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
の
新
た
な
方
法
は
、
10
月

１
日
以
降
に
申
請
さ
れ
た
方
か

ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

保
険
課
介
護
保
険
係　

☎
53

－

３
１
１
８

都
市
計
画
の
変
更

               

（
公
共
下
水
道
）

　

都
市
計
画
の
変
更
（
公
共
下

水
道
）
案
の
縦
覧
、
説
明
会
お

よ
び
公
聴
会
を
開
催
し
ま
す
。

■
縦
覧

【
期
間
】

10
月
５
日
（
月
）
〜
19
日
（
月
）

【
場
所
】
香
美
市
役
所
西
庁
舎

１
階　

下
水
道
課

■
説
明
会

【
日
時
】
10
月
14
日
（
水
）
19
時
〜

【
場
所
】
香
美
市
役
所
西
庁
舎

３
階
会
議
室

■
公
聴
会

【
日
時
】
10
月
28
日
（
水
）

14
時
〜
16
時

【
場
所
】
香
美
市
役
所
西
庁
舎

３
階
会
議
室

※

公
聴
会
に
出
席
し
て
意
見
を

述
べ
ら
れ
る
方
は
、
10
月
19
日

（
月
）
ま
で
に
下
水
道
課
に
あ

る
公
述
申
込
書
に
記
載
の
う

え
、
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
な

お
、
公
聴
会
で
公
述
を
希
望
さ

れ
る
方
が
い
な
い
場
合
に
は
、

公
聴
会
は
開
催
い
た
し
ま
せ
ん
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

下
水
道
課
☎
53

－

３
１
１
０

ま
ち
づ
く
り
交
付
金
事
後
評

価
原
案
の
公
表
に
つ
い
て

　

現
在
、
秦
山
公
園
周
辺
で
行

わ
れ
て
い
る
「
ま
ち
づ
く
り
交

付
金
事
業　

駅
北
地
区
」
整
備

が
最
終
年
度
を
迎
え
て
い
ま

す
。
こ
れ
ら
の
事
業
の
事
後
評

価
を
ま
と
め
た
原
案
を
次
の
と

お
り
公
表
し
ま
す
。

【
閲
覧
期
間
】

■
窓
口(

西
庁
舎
２
階
）

10
月
９
日
（
金
）
〜
26
日
（
月
）

８
時
30
分
〜
12
時
・
13
時
〜
17

時
30
分　

土
日
祝
日
除
く

■
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

10
月
９
日
（
金
）
〜
26
日
（
月
）

【
問
い
合
わ
せ
先
】

建
設
都
計
課
☎
53

－

３
１
１
９

国民年金保険料の免除制度の改正について

広報かみ平成２１年１０月号 広報かみ平成２１年１０月号 １８１９

お知らせお知らせ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         お知らせお知らせ

　平成２１年１０月以降に支払われる年金から公的年金等に係る市県民税特別徴収（天引き）が始まります。

　この制度は、市県民税の支払い方法を変更するものであり、これにより新たな税負担が生じるものではあ

りません。

　香美市では、多子世帯の子育ての経済的負担を軽減することを目的に、保育園や幼稚園、届出認可外施設

へ通園する児童の保護者に対し、保育料を軽減する事業を平成２１年１０月から実施します。

　

【問い合わせ先】幼保支援課　☎５３－１０８８

子育
て応
援

市県民税市県民税の公的年金公的年金からのからの特別徴収特別徴収が始まりますが始まります市県民税の公的年金からの特別徴収が始まります

　国民年金法の法律改正（平成２１年６月２６日改正）により、平成２１年４月にさ

かのぼって、基礎年金にかかる国庫負担割合が３分の１から２分の１になりまし

た。平成２１年７月号でお知らせした内容から次のとおり、変更になっています。

■平成２１年４月まで ■平成２１年４月から

法改正

若年者納付猶予

未    納

全 額 免 除

全 額 納 付

４分の１

４分の３

２分の１

退職(失業)特例免除

一
部
納
付

14,660円

11,000円

7,330円

3,670円

0円

0円

0円

0円

全　　額

６分の５

６分の４

６分の３

３分の１

３分の１

反映なし

反映なし

納 付 種 別 納付金額 年金金額

若年者納付猶予

未    納

全 額 免 除

全 額 納 付

４分の１

４分の３

２分の１

退職(失業)特例免除

一
部
納
付

14,660円

11,000円

7,330円

3,670円

0円

0円

0円

0円

全　　額

８分の７

４分の３

８分の５

２分の１

２分の１

反映なし

反映なし

納 付 種 別 納付金額 年金金額

一部免除の承認を受けた方へ
　一部免除の期間、２年以内に納めなければ、年金を受け取れなくなることがあります。免除承認後、残り

の保険料の納付書が届きますので、必ず納付してください。

【問い合わせ先】保険課医療年金係　☎５３－３１１５・南国社会保険事務所　☎０８８－８６４－１１１１

年金だより

満１８歳に満たない児童が３人以上いる世帯で、第３子以降の児童のうち

３歳未満（申請年度４月１日時点）の児童の保育料。

通園する施設または教育委員会幼保支援課で配布

しています。

多子世帯多子世帯の保育料保育料が軽減軽減されますされます多子世帯の保育料が軽減されます
－香美市多子世帯保育料軽減事業－

対　象

対象者

表１）平成２２年２月までの徴収時期と金額

表２）平成２２年以降の徴収時期と金額

特別徴収される時期と金額

申請書

保育園は無料に。認可外施設は５万円が上限。幼稚園

は就園奨励費補助金を超える額で２万５千円が上限。

軽減額

申請をわすれないでネ

    
　　　 やなせたかしC

さくらてんし

【問い合わせ先】税務課　☎５３－３１１６

　対象者には、６月に市県民税納税通知書を送付しています。市県民税が課税される方で、年金からの特

別徴収の対象でない方には、普通徴収（口座振替・窓口納付）の納付書を送付しています。

　１０月以降に特別徴収される時期お

よび市県民税の金額は、表のとおりで

す。対象の税額は、６月に通知の市県

民税納税通知書でご確認ください。

　新たに特別徴収の対象となった場合

は表１と同様です。

　年度の途中で、公的年金に係る市県民税額が変更になったり、転出するなどの変更があったときは、特別

徴収が中止となり、残りの税額が普通徴収に切り替わる場合があります。このような場合は、普通徴収の納

付書を送付します。

　特別徴収の対象者・特別徴収される税額・新たに徴収される

時期の詳細については、平成２１年１月号に掲載しています。

４月 ６月 ８月 １０月 １２月 ２月

前年度の２月に
特別徴収した額

前年度の２月に
特別徴収した額

前年度の２月に
特別徴収した額

年税額から仮徴収額
を控除した金額の

１／３

年税額から仮徴収額
を控除した金額の

１／３

年税額から仮徴収額
を控除した金額の

１／３

仮徴収（上半期） 本徴収（下半期）

６月 ８月 １０月 １２月 ２月

年税額の
１／４

年税額の
１／４

年税額の
１／６

年税額の
１／６

年税額の
１／６

普通徴収（上半期） 特別徴収（下半期）


